令和８年度 組合等専門指導事業実施要領
宮崎県中小企業団体中央会
１　目　的
中小企業組合及び中小企業者等が抱える高度・専門的な相談（経営、税務、労務、技術、人材、情報化、金融等）に対応するため、各種専門家（弁護士、社会保険労務士、税理士、ITコーディネーター等）へ相談し、個別専門指導を通じて課題解決や改善を図る。
２　事業対象者
事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び前記各組合に所属する組合員
３　事業の具体的実施方法
本事業の具体的実施方法については、次のとおりとする。
(1) 実施回数　５回（原則として１組合等当たり１回）
(2) 実施方式　個別相談
（相談内容例）
　・会計、税務
　・労務管理の見直し
　・取引上のトラブル解決
　・会計ソフトの使い方
　・DX推進等
（３）提出書類等

組合等は、相談を実施しようとする日の２週間前までに別紙の専門指導事業申込
書（様式１）を中央会へ提出するものとする。
  また、専門家は相談対応終了後、別紙の専門指導事業報告書（様式２）を速やかに中央会へ提出するものとする。

４　事業実施期間
　令和８年４月１日(水)～令和９年２月２６日(金)
５　事業費
１７５，０００円
６　事業対象経費
　講師謝金、講師旅費
７　事業経費に対する事業対象者の経費負担
事業対象経費の３分の１の金額（円未満切り上げ）及び事業対象経費以外の経費が、事業対象者の負担額となる。
８　その他
中央会担当者が同席するものとする。
（様式１）
令和　　年　　月　　日
宮崎県中小企業団体中央会
　会　長　　堀之内　芳　久　　様
　

組合・企業名　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者役職及び氏名　　　　　　　　　　
組合等専門指導事業申込書
１　相談事項の概要（なるべく具体的に御記入下さい。）
	


２　相談希望日　
　　 （第１希望）　令和　　年　　月　　日(　)　　　時　　分
　　 （第２希望）　令和　　年　　月　　日(　)　　　時　　分　
（第３希望）　令和　　年　　月　　日(　)　　　時　　分
３　担当者氏名及び連絡先
    　担当者氏名及び役職　 　　　　　　　　　　　　
　　　電　　　話　　　　　　(　　　　)　　－　　　　
　　　FAX          　(　　　　)　　－　　　　

　　　E-mail           　　　　　　　　　　　
· 相談日等が決まり次第、メールまたは電話で御連絡いたします。

